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三沢市立三沢市立上久保児童センターの指定管理者が行う施設の管理の基準及び業務の範囲等は、この基準

書の定めるところによります。 

 

Ⅰ 管理の基準 

指定管理者は、三沢市立三沢市立上久保児童センター指定管理者募集要項のほか、次に掲げる管理の基準

を遵守して施設の運営を行うこととします。 

 １ 指定期間 

   令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 ２ 開館時間 

（１） 平日は、午前１０時から午後７時までとします。 

（２） 土曜日及び学校長期休業日の開館時間は、午前８時から午後７時までとします。（三沢市立児童館 

管理規則（昭和６３年三沢市規則第３号。以下「規則」という。）第６条の規定による。） 

なお、規則第１６条の規定により、市長の承認を受けて変更することができます。 

 

 ３ 休館日 

   日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)に規定する祝日及び１２月２９日から

翌年の１月３日まで（規則第６条第２項の規定）によります。なお、規則第１６条の規定により、市長の承

認を受けて変更ができます。 

 

 ４ 利用料金 

   指定管理者は、三沢市立児童館設置条例（昭和４０年三沢市条例第２１号。以下「条例」という。）第３

条に定める利用料金の額の範囲内で、市長の承認を得て定めることができます。 

 

 ５ 施設の利用料金の減免 

   指定管理者は、条例及び規則に規定されている基準により、減免に関する承認を行います。また、利用者

からの減免申請について疑義がある場合は、市と協議することとします。 

   ただし、この基準を満たさない場合であっても利用者の申請に基づいて減免を承認することはできます

が、この場合の減免額については、補填等に関する協議の対象とはしません。 

 

 ６ 施設の入館（利用）等 

施設の入館（利用）等の許可にあたっては、規則第７条及び第１２条並びに、三沢市放課後児童健全育

成事業実施要綱（以下「要綱」という。）第９条の規定に従うこと。 

 

 ７ 施設の利用制限 

   規則第８条の規定に従うこと。 

 

 ８ 施設の退館 

   規則第９条の規定に従うこと。 
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 ９ 管理業務に従事する者の配置基準 

   施設を円滑に管理運営するために必要な人員（及び有資格者）を適正に配置すること。 

《配置基準》 

館長（非常勤）(必置)    １人 

児童厚生員（常勤）     ２人 

体力増進指導員（パート）  １人 

放課後児童指導員（パート） ２人 

《現行の人員配置》 

館長（常勤）(必置)     １人 

児童厚生員（常勤）     ２人 

体力増進指導員（パート）  １人 

放課後児童指導員（パート） ２人 

 

 １０ 個人情報保護制度 

   指定管理者は、三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例（平成１７年三沢市条例第１７号）

第１１条に準じて、指定管理に関わる業務を通じて知り得た秘密を、現在及び指定管理を退いた後や離職

した後においても、他に漏らすことや自己の利益のために利用するなど、不当な目的のために使用しては

なりません。発覚した場合は、懲役又は罰金刑に処します。 

   また、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び三沢市個人情報の保護に関する法律

施行条例（令和５年三沢市条例第１号）に準じ、管理業務の遂行にあたるときは、情報漏えいの防止、第三

者への情報提供及び目的外使用の禁止など適正管理のための制度やチェック機能を強化した体制づくりを

構築するなど、必要な措置を講じることを義務付けています。 

 

 １１ 情報公開について 

   指定管理者は、三沢市情報公開条例（平成１９年三沢市条例第２号）第２４条に準じ、管理を行う施設に

関する情報開示の制度や情報提供を行うために必要な措置を講じることを義務付けています。 

 

 １２ 文書等の管理について 

   指定管理者が業務の実施に関して作成した文書その他帳簿書類は、指定期間中は適切に保管・管理する

こととします。 

 

 １３ 災害発生時における対応 

   指定避難所に指定されている施設は、三沢市地域防災計画に基づき災害発生時等に避難所の開設及び運

営を行います。災害の規模や深刻さ等により、指定避難所に指定されていない施設においても、一時的な避

難所として施設を開放（活用）すること等が想定されます。 

災害発生時は避難所の開設・運営に際して、当該施設の被害状況の確認・避難者の誘導・安全確保等に

ついて、市と指定管理者が相互協力するものとします。 
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 １４ 遵守すべき法令等 

   地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条ほか 

   地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号） 

   三沢市立児童館設置条例（昭和４０年三沢市条例第２１号） 

   三沢市立児童館管理規則（昭和４０年三沢市条例第３号） 

   三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例（平成１７年三沢市条例第１７号） 

   三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例施行規則（平成１７年三沢市規則第２９号） 

三沢市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年三沢市条例第１号） 

   三沢市情報公開条例（平成１９年三沢市条例第２号） 

   三沢市障がいのある人もない人も幸せに暮らせる共生のまちづくり条例（令和２年三沢市条例第９号） 

   三沢市障がいのある人もない人も幸せに暮らせる共生のまちづくり条例施行規則（令和２年三沢市規則

第６号） 

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

   労働基準法（昭和２２年法律第４９号）並びに当該法律に係る労働関係法令 

   その他管理運営に適用される法令 

 

Ⅱ 指定管理者が行う業務 

 １ 指定管理業務 

（１）児童館運営業務 

条例第２条及び要綱第２条に規定する業務及び事業実施の詳細は、施設運営業務一覧表(別紙２)の 

とおり。 

 （２）施設の利用許可に関する業務 

   施設利用者に対する案内、利用の受付、利用の許可・不許可、利用調整等に関すること（実施方法の詳細

は施設利用許可に関する業務一覧表（別紙３）のとおり）。 

 （３）施設、設備等の維持管理に関する業務 

   指定管理者は、施設、設備等を良好な状態で維持し、事故を未然に防止するための日常点検、法定点検、

定期点検等を行うこと（業務の詳細は施設管理業務一覧表（別紙４）のとおり）。なお、当該業務の一部に

ついては、再委託が可能です。 

    ① 施設、設備等の保守管理 

      建物、放送設備、空気調和設備、電話設備、電気設備（電灯等） 

      防災設備（消火栓、排煙、自動火災報知器、非常照明、誘導灯、非常放送等） 

      給排水設備（給水、給湯、排水等） 

    ② 清掃業務 

    ③ 機械警備業務 

    ④ 遊具設備点検業務 

⑤ モバイル連絡網構築・管理業務 

⑥ 環境衛生業務 

 （４）施設の修繕及び備品の取扱いについて 

   ① 施設、設備の修繕について 
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    ア 維持修繕等の通常修繕については指定管理者の負担とし、修繕計画に基づく大規模改修費、経年

劣化による機器取換等の資本的費用は市の負担において実施するものとします。 

    イ 指定管理者が負担すべき維持修繕費等については、あらかじめ定められた指定修繕料（５０千円）

の範囲内で、市の承認のもと実施します。 

      なお、一件あたり２５千円までの簡易な補修や備品の修理、点検、整備等は指定管理者で行うもの

とし、これを超える修繕については市と協議の上実施することとします。 

      ただし、協議なく行われた場合は全て指定管理者の負担とします。 

    ウ 資本的修繕が必要となった場合については、市と指定管理者の協議に基づいて実施の要否を判断

し、実施する場合は市において実施するものとします。 

      ただし、市への申し出、協議なく行われた場合は全て指定管理者の負担とします。 

エ 通常有すべき安全性を欠いている場合又は放置することにより通常有すべき安全性を欠く恐れの

ある場合は、市は一件５０千円以下の修繕について、指定管理者にその実施を命じることができる

ものとします。 

    オ 年度末において残額が生じた場合は、当該年度での精算又は翌年度の指定管理料で調整を行う場

合があります。 

   ② 備品の購入・管理について 

    ア 指定管理者は備品一覧表（別紙５）に掲載する備品について、施設の利用に支障をきたさないよう

に管理すること。 

    イ 指定期間中に指定管理者が備品を購入する必要が生じた場合は市と協議すること。 

    ウ 協議に基づき必要と認めた備品に関しては市の負担とし、その所有権は市に帰属するが、指定管

理者が自らの判断で購入した備品については指定管理者の所有とする。 

   ③ 管理施設・設備・備品等の損傷等について 

     指定管理者の責に帰すべき事由により生じた施設管理・設備の故障・損傷等については、速やかに市

に報告するとともに指定管理者が自らの経費で修繕すること。この場合、修繕に要する経費について

は、指定管理に関する経費には含まれません。 

 

 （５）その他必要と認める業務 

   ① 指定期間終了に当たっての事務引継ぎ 

     指定管理者は、指定期間満了時に次期指定管理者が円滑に施設の管理運営業務を遂行できるよう引

継ぎを行うこと。 

    

２ 自主事業の実施について 

  指定管理者においては、施設の設置目的を効果的に達成するため、施設を活用し自主事業を実施すること

ができます。なお、実施にあたっては事前に市の承認が必要になります。 

（１） 自主事業の実施により収入を得た場合は、その収入は指定管理者に帰属します。なお、自主事業に要す

る経費は指定管理料には含まれません。 

（２） 市が施設の設置目的に照らしてふさわしくないと判断した事業は実施できません。 

（３） 市は、自主事業が児童館事業に支障がある場合には、事業の改善または中止等を命じることがあります。 

（４） 事業計画で提案する自主事業の実施が市から認められなかった場合に、申請そのものを辞退する可能性
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がある団体は、必ずその旨を事業計画書に明記してください。 

 

 ３ 付帯業務 

 （１）遺失物、拾得物の取扱いについて 

    指定管理者は、施設に遺失物及び拾得物の取扱責任者を置き、施設における遺失物及び拾得物を遺失

物法（平成１８年法律第７３号）その他法令等の定めるところにより、適正に処理することとします。取

扱責任者は、拾得者の氏名連絡先等を確認し、警察に届け出をします。また、拾得者から請求があったと

きは、指定管理者の名称その他必要事項を記載した預り書を交付します。 

    なお、指定管理者は、拾得物に関する権利を主張することができません。 

 

Ⅲ モニタリング 

   施設の管理について、法令、条例等のほか協定書、基準書等に基づき業務が適正かつ確実に履行されて

いるかどうか、安定かつ継続的な管理が可能な状態であるかを確認するため、モニタリング調査を実施す

ることとします。 

 １ 月次報告書 

   管理業務の実績状況や施設の利用状況等、次に記載する事項について、月次報告書（以下「報告書」とい

う。）として毎月末までに前月の報告書を作成し、提出すること。 

  ① 管理業務の実施状況 

  ② 施設の利用状況 

  ③ 収支報告 

  ④ その他 

   ア 事業報告（事業名、開催日時、開催場所、実施内容、参加者数等） 

   イ 事故、故障等の内容及びその対応 

   ウ 苦情、要望等の内容及びその対応 

 

 ２ アンケート調査 

   利用者等の意見及び要望を定期的に把握し、管理業務の水準の確保及び向上に資するため、指定期間中

２回以上アンケート調査を実施し、調査結果を報告書として取りまとめ、提出することとします。（アンケ

ートは原則として指定期間開始の翌年度に実施し、その後期間内に再度実施します。毎年度実施してもか

まいません。） 

 （１）調査方法 

   ア 回収箱 

   イ その他 

 （２）調査項目 

   ア 施設、設備及び備品の状況 

   イ 施設等の利用条件 

   ウ 事業の内容及び満足度 

   エ 職員の接遇 

   オ その他 
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 ３ 実地調査 

   管理業務の実施状況を把握することを目的として市が実施する定期実地調査に協力すること。また、利

用者からの苦情、要望等が寄せられた場合に実施する臨時の実地調査についても同様とします。 

 

 ４ 事業報告書等 

 （１）事業報告書 

    毎年度終了後３０日以内に、指定管理業務にかかる事業報告書を作成し、提出すること。 

 （２）事業計画書及び収支計画書の提出 

    指定管理期間中の次年度の事業計画書及び収支計画書について、事前に市と調整を図った上で作成し、

提出すること。 

 

 ５ 管理業務の総括評価 

   市及び指定管理者は、毎年度終了後、事業報告書の内容、利用者アンケート調査及び実地調査の結果を踏

まえ、指定管理者による管理業務が協定書、基準書等に基づき適正かつ確実に履行されたかどうか、安定的

かつ継続的な管理が可能な状態にあるか評価します。 

 

Ⅳ 指定管理者と三沢市の責任分担 

  指定管理者と市の責任分担について、概ね責任分担表（別紙１）のとおりとします。 

 

Ⅴ その他 

  この基準書に定める指定管理者の管理の基準、業務の範囲等の内容及び処理について疑義が生じた場合又

はこの基準書に定めのない事項については別途協議し決定することとします。 
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別紙１（業務基準書Ⅳ） 

 

責 任 分 担 表 

 

項   目 指定管理者 三沢市 

施設の運営 

（利用の許可関連事務、利用調整、指導、警備、苦情対応、利

用促進活動、施設運営に関する総務・経理業務等） 

○  

施設の維持管理 

（清掃、建物施設・設備保守点検、設備等法定点検、安全衛生

管理、光熱水費支出等） 

○  

利用料の還付、減免事務《注１》 ○ 
（処分権限は

市に保留） 

災害時等対応《注 2》 

（待機連絡体制確保、被害調査・報告、応急措置） 
○ （指示等） 

災害復旧工事  ○ 

施設、設備等の修繕 
指定修繕料：５０千円以内 ○  

指定修繕料：５０千円超過  ○ 

施設の整備、改修工事《注 3》 (承認を得て可） ○ 

備品 

新規購入《注 4》 (承認を得て可） ○ 

更新  ○ 

修繕（指定修繕） ○  

使用者の損害（被災）に対する

賠償責任《注 5》 

管理瑕疵によるもの ○  

管理瑕疵によらないもの  ○ 

施設、設備等の損傷の回復 

管理瑕疵によるもの ○  

管理瑕疵によらないもの  ○ 

防火管理責任者の選任、届出 ○  

包括的管理責任  ○ 

 

《注１》 当該事務は、あらかじめ市が定めた基準に従って定型的行為として指定管理者が実施するものとす

る。なお、処分権限は市に保留されるため、許可者は市長とします。 

《注２》 指定管理者は、使用者の被災に対する第一次的責任を有し、施設又は使用者に損害（被災）があっ

た場合は、迅速かつ適切に対応し、被害の拡大防止に努めるとともに、直ちに市（主管課）に報告

する義務を負う。 
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《注３》 指定管理者が建物、設備等の使用可能期間を延長させたり、価値を増加させる小規模改修等を実施

しようとする場合は、事前に市の承諾を得ること。なお、当該改修等による資産価値の増加につい

ては、市に帰属するものとする。 

《注４》 施設に配置している備品（備品一覧表（別紙５））は、指定管理者が管理すること。配置されている

備品以外で新規に購入するものは、原則として市が購入するものとするが、市から承認を得て指定

管理者が指定管理料で購入した備品については、市に帰属するものとする。但し、指定管理者が自

己資金により購入した備品については、指定管理者に帰属するものとします。 

《注５》 施設内での事故等により使用者が損害を受けた場合、施設の瑕疵に起因する賠償責任は、市が負い、

指定管理者の管理上の瑕疵に起因する賠償責任は指定管理者が負うこととなるが、指定管理者は市

が加入している「全国町村会総合賠償補償保険」の被保険者とみなさるため、市の責任と同様に当

該保険の対象となる。ただし、指定管理者が行う「自主事業」は対象外。 

注） 

① 市は「全国町村会総合賠償補償保険」に引き続き加入する。 

（参考） 現在市が加入している施設の賠償補償保険の内容と限度額 

・身体賠償 １名につき２億円 １事故につき２０億円 

・財物賠償 １事故につき２千万円 

② 「全国町村会総合賠償補償保険」の対象とならない部分に対して別途保険に加入する場合は、

一部例外を除き指定管理者がその費用を負担することとなるため、市と協議すること。 
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別紙２（業務基準書Ⅱ－１－（１）） 

 

施設運営業務一覧表 
№ 業務名 項  目 業務内容・仕様等 条件・頻度等 備考 

１ 

 

児童館運営業務 

 

１児童の健全育成を図

る事業の企画・運営

（放課後児童クラブ

を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

①健全な遊びを通じて児童の集団的及び個別的指導を

行うこと。 

②児童の健康管理、安全確保、情緒の安定を図ること。 

③遊びの活動への意欲と態度の形成を図ること。 

④遊びを通じての自主性、社会性、創造性を培うこと。 

⑤放課後児童の遊びの活動状況を把握し家庭との連絡

を行うこと。 

⑥家庭や地域での遊びへの環境づくりへの支援を図る

こと。 

⑦その他、放課後児童の健全育成上必要な活動を行うこ

と。 

 

・平日 

  午前１０時～午後７時 

・土曜日及び学校長期休業日 

  午前８時～午後７時 

 

 

 

１学校との連携、地域交

流活動の推進 

 

①行事計画において学校及び保護者との連携を図るこ

と。 

②災害時の避難・連絡体制等で学校及び保護者との連携

を図ること。 

③就学前の乳幼児及び保護者の交流の場の提供と交流

を推進すること。 

④利用児童と地域住民の交流・連携を促進すること。 
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別紙３（業務基準書Ⅱ－１－（２）） 

 

施設利用許可に関する業務一覧表 
項 目 業務の内容 頻度 留意事項等 

申請受付 ・ 施設利用に関する概略説明 

・ 一般利用の予約受付（利用開始１週間前から） 

・ 予約状況管理 

随時 ・ 利用料金の納入

方法 

入館許可 

利用許可 

・ 入館申請書の受理 

・ 入館の許可・不許可 

・ 一般利用許可申請書の受理 

・ 一般利用の許可・不許可 

随時 ・ 申請児童の環境

の確認 

・ 一般利用時間 

(10 時～12 時) 

利用料徴収事務 ・ 納入通知書の発行、利用料金の受領、領収書の発行 

・ 徴収簿等の作成、保管、市への報告 

随時・毎月初旬 

 

・利用料金の納期限 

遊戯室等の開錠 ・ 利用を許可した遊戯室等の開錠 

・ 使用遊具の確認 

  

遊戯室等の施錠 ・ 利用後の状況確認 

・ 利用後の施錠 

  

催事予定表の掲示 ・ 利用者への当日の開催予定又は行事名等を掲示   

 

注）項目の設定、業務の内容、頻度、留意事項等は各施設の実態を踏まえて作成すること。
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別紙４（業務基準書Ⅱ－１－（３）） 

施設管理業務一覧表 

№ 業務名 

R4 年度決算

額 

（千円） 

項 目 業務内容・仕様等 条件・頻度等 備考 

１ 施設、設備等の保守管理 １２５ 建物、給排水設備 建物、放送設備、空気調和設備、電話設備、電

気設備等 

随時  

７３ 防災設備 消防設備の保守点検 ２回／８月・２月  

０ 電子設備 ＰＣ保守点検 令和 7,9 年度のみ 各年度 

１０千円 

０  ガス給湯器点検 令和 7,9 年度のみ 各年度 

９千円 

２ 

 

清掃業務 

 

０  事務室、学習室、遊戯室、便所等の清掃 毎日 

 

 

１５１ 特別清掃 
施設内外のガラス清掃作業 

冷暖房吹出口清掃作業 

２回／６月・１１

月 

 

６１  受水槽清掃 １回  

３ 機械警備業務 ６８２  作動時間 

 午後 7 時～翌朝 8 時 

 夜間、無人時の防犯、防災 

 

毎日  

４ 遊具設備点検業務 ０   館庭遊具の保守点検 随時  

５ モバイル連絡網構築・管

理業務 

１９  情報メール管理業務 随時  

 


